魚津市地域公共交通計画策定業務委託に係る公募型プロポーザル実施要領

	※本公募は、令和８年度魚津市一般会計当初予算成立後、速やかに事業を開始できるよう、予算成立前の準備行為として募集の手続きを行うものである。このため、当初予算が成立した場合は、本公募型プロポーザルにより選定した事業者と契約を行うこととするが、予算が成立しなかった場合は契約を行うことができないことを十分に留意の上、応募すること。
（魚津市産業建設部都市計画課）


１　趣旨
本実施要領は、魚津市地域公共交通計画策定業務の委託契約候補者を公募型プロポーザル方式により選定するために、必要な事項を定めるものである。
２　業務の概要
（１）　業務名　　魚津市地域公共交通計画策定業務
（２）　業務内容　　別紙「魚津市地域公共交通計画策定業務仕様書」のとおり。
（３）　業務履行期間　　契約締結日から令和９年３月19日（金）まで
（４）　委託上限額　　金5,000,000円（消費税及び地方消費税含む。）
※この金額は単に本業務に係る予算規模を示したものであり、契約に係る予定価格を示すものではない。
３　実施日程
（１）　参加表明書提出期限　　令和８年３月18日（水）午後５時まで（必着）
（２）　質問受付期間　　　　　令和８年３月19日（木）午後５時まで（必着）

（３）　企画提案書提出期限　　令和８年３月23日（月）午後５時まで（必着）
（４）　選定委員会　　　　　　令和８年３月30日（月）予定
　　　　　　　　　　　　　（参加表明書提出者に対し、正式に案内するものとする。）
（５）　審査結果通知予定日　　令和８年４月６日（月）予定
　※本プロポーザルに関する事前説明会は行わない。
４　参加資格
参加希望者は、参加表明書提出時点において次の資格要件をすべて満たしていることを要件とする。
（１）　魚津市契約規則（平成29年魚津市規則第４号）第３条に規定する競争入札参加資格者名簿（令和７・８年度魚津市物品購入等入札参加資格者名簿）に登録されていること。
※登録が必要な場合は、魚津市ホームページを参照のうえ、速やかに所定の手続きを終えること。
＜入札参加資格に関する担当課＞
〒937-8555　富山県魚津市釈迦堂一丁目10番１号　
魚津市役所財政課　管財・契約検査係　　TEL：0765-23-1088　　
（２）　地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に該当しない者であること。
（３）　会社更生法（平成14年12月13日法律第154号）第17条の規定に基づく更生手続開始の申立がなされている者でないこと、又は民事再生法（平成11年12月22日法律第225号）第21条の規定に基づく再生手続きの申立がなされている者ではないこと。
（４）　魚津市の契約に係る入札参加停止等の措置を受けている期間中ではないこと。
（５）　国税及び魚津市税の滞納がないこと。魚津市に納税義務を有しない者にあっては、本店又は主たる営業所の所在地における市町村税の滞納がないこと。
（６）　役員（法人の業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有すると認められるものを含む。）が魚津市暴力団排除条例（平成24年魚津市条例第１号）第２条第１号に規定する暴力団関係者でないこと。
（７）　個人情報や企業情報等の情報セキュリティについて、社内ルールや法令遵守（コンプライアンス）の仕組みが整備されていること。
（８）　過去５年以内に、地方自治体における地域公共交通計画策定業務を元請としての受託実績を有する者であること。
５　質問の受付及び回答
（１）　提出物　　　質問票（様式１）
（２）　受付期間　　公告の日から令和８年３月13日（金）午後５時まで（必着）
（３）　提出方法　　電子メール送信のみによる。なお、メール送信後に担当部署まで電話連絡すること。
（４）　送信先　　　toshikeikaku@city.uozu.lg.jp
（５）　回答日　　　市ホームページで順次回答。
（６）　回答方法　　質問者の名前を伏せて市ホームページ上で回答。
※回答の内容は、本実施要領及び仕様書の修正とみなす。
６　参加表明書の提出
（１）　提出物　　　
①　参加表明書（様式２）
②　誓約書（様式３）　※要押印
③　国税及び魚津市税（魚津市に納税義務を有しない者にあっては、本店又は主たる営業所の所在地における市町村税）の滞納がないことを証明するもの
（２）　受付期間　　令和８年３月18日（水）午後５時まで（必着）
（３）　提出方法　　郵送又は持参
（４）　提出先　　　〒937-8555　富山県魚津市釈迦堂一丁目10番１号
　　　　　　　　　　　　　　　魚津市役所都市計画課まちづくり交通係
（５）　その他　　　支社などの委任先がある場合は、魚津市物品購入等入札参加資格申請の際に申請した受任者の氏名及び押印により提出すること。
７　企画提案書の提出
（１）　提出物※電子メールにて提出するほか、紙媒体で７部提出とする。
①　会社概要書（任意様式）　１部
事業者の経歴、役員の構成及び氏名、組織体制、従業員数、事業概要等がわかるもの（既製の資料でも可）。
　　②　業務実績書（任意様式）　１部
　　　　地方自治体における地域公共交通計画策定業務の受託実績について記載したもの。

③　業務実施体制（様式５）　１部
④　見積書（任意様式）　１部

⑤　企画提案書提出届（様式第４号）　１部

支社などの委任先がある場合は、魚津市物品購入等入札参加資格申請の際に申請した受任者の氏名により提出すること

　　⑥　企画提案書（任意様式）　６部
　　　　Ａ４サイズで作成すること。
（２）　提出期限　　令和８年３月23日（月）午後５時まで（必着）

（３）　提出方法　　郵送又は持参

（４）　提出先　　　〒937-8555　富山県魚津市釈迦堂一丁目10番１号
　　　　　　　　　　　　　魚津市役所都市計画課まちづくり交通係
８　企画提案書の無効（失格事項）
次のいずれかに該当するときは、その提案者を失格とする。
（１）　提案者が次のいずれかに該当するとき。
①　選定委員会に出席しなかったとき。
②　虚偽の申請を行い、提案資格を得たとき。
（２）　企画提案書が次のいずれかに該当するとき。
①　提出方法、提出先及び提出期限に適合しないとき。
②　定められた作成形式又は記載上の留意事項に示された要件に適合しないとき。
③　見積書に記載した金額（税込み）が委託上限額を超過したとき。
９　審査
審査の結果、最も評価の高い提案者を委託契約候補者とする。
（１）　実施予定日　　令和８年３月30日（月）予定
（２）　内　容　　　　プレゼンテーション（20分程度）及び質疑応答（10分程度）
（３）　審査基準　　　
	評価項目
	主たる評価の視点
	配点

	業務実績
	地域公共交通計画策定業務ほか類似業務実績（過去５年間）
	20

	実施体制
	・業務履行に必要な人員が配置されているか

・主任技術者及び担当者が業務経験及び専門的知識を十分に有しているか

・連絡体制が適切に整っているか
	20

	見積額
	・契約限度額以内であるか

・業務内容ごとの内訳が明示されているか

・見積書の金額が適正であるか
	10

	提案趣旨
	・業務目的を的確に把握しているか

・要請する内容を満たしているか（内容の欠落、調査・検討方法等）

・要請する内容について、偏りはないか
	30

	計画策定の提案、

着眼点等
	・市の現状と課題を適切に捉えた提案となっているか

・他計画との整合について深耕があるか

・提案内容が実施可能なスケジュールであるか
	30

	住民参画及び

職員参画
	・具体的な手法が提案されているか

・市の実情に沿った適切な提案であるか
	10

	独自提案
	・仕様以外の魅力的な独自提案があるか
	10


※プレゼンテーションは企画提案書を魚津市が準備するモニター等で投影して行な　　うことを認める。ただし、企画提案書以外の資料を持いてのプレゼンテーションは不可とする。
※本事業のプロジェクトマネージャがプレゼンテーションに参加すること。
※プレゼンテーション会場への入室は４名まで可とする。
※審査基準点は65点とする。また、全ての提案者の得点が審査基準点を上回らなかった場合は、本プロポーザルは成立しないこととする。
10　審査結果の通知
審査結果は、書面により通知する。ただし、採点内容等については通知せず、結果のみを通知するものとする。
11　契約
審査結果通知後、本市との委託契約候補者は、契約締結に向けた協議を開始するものとする。
原則として、企画提案書に記載された項目を委託契約の仕様に反映するものとするが、本業務の目的達成のために必要がある場合は、協議により項目の追加、変更又は削除を行う場合がある。
委託契約の仕様を決定し、最終見積書の提出を受けて契約を締結するものとする。ただし、委託契約候補者との協議が整わない場合は、次点となった提案者を委託契約候補者として協議を行うものとする。
12　その他留意事項
（１）　本プロポーザルへの参加者は、参加表明書の提出をもって、本実施要領等の記載内容を承諾したものとみなす。

（２）　提出期限後の書類の差し替え及び再提出は一切認めない。
（３）　提出書類に虚偽の記載をした場合は、提出書類を無効とするとともに、指名停止措置を行うことがある。
（４）　提出書類は、返却しない。
（５）　提出書類は、受託契約候補者特定以外には提出者に無断で使用しない。
（６）　本プロポーザルへの参加に係る一切の費用は、提出者の負担とする。
（７）　委託業務の全部若しくは主たる部分を第三者に再委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、業務の一部に係る再委託についてあらかじめ市の承諾を得た場合はこの限りではない。
（８）　次のいずれかに該当するときは、失格とする。また、契約後に事実関係が判明した場合も同様とする。
①　資格要件を欠くとき。
②　提出書類に虚偽の記載があったと認められるとき。
③　審査の公平性に影響を与える行為があったとき。
④　信義に反する行為があったとき。
⑤　その他、参加者が委託業務を遂行するに当たり、著しい問題があると判断したとき。
13　担当部署（提出先及び問合せ先）
〒937-8555　富山県魚津市釈迦堂一丁目10番１号
魚津市役所都市計画課まちづくり交通係
電　話：0765-23-1026　担当　岩﨑
メール：toshikeikaku@city.uozu.lg.jp
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